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(57)【要約】
　ヨモギ、セツレンカ、菊、グアバ、ハハコグサ、ブルーマロー、オレガノ、カキドオシ
、ハッカ、ムラサキナツフジおよびピーナッツからなる群より選択される少なくとも１種
の植物素材の有機溶媒または有機溶媒水溶液抽出物、ピクノジェノールおよび／またはカ
ルコン誘導体またはその配糖体を有効成分として含有する高尿酸血症の予防または改善剤
を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヨモギ、セツレンカ、菊、グアバ、ハハコグサ、ブルーマロー、オレガノ、カキドオシ
、ハッカ、ムラサキナツフジおよびピーナッツからなる群より選択される少なくとも１種
の植物素材の有機溶媒または有機溶媒水溶液抽出物、ピクノジェノール、および／または
、一般式（１）：
【化１】

（式中、Ｒ１～Ｒ１０は、それぞれ独立して、Ｈ、ＯＨ、ＯＣＨ３のいずれかを表す）で
表されるカルコン誘導体またはその配糖体を有効成分として含有することを特徴とする高
尿酸血症の予防または改善剤。
【請求項２】
　ヨモギ、セツレンカ、菊、グアバ、ハハコグサ、ブルーマロー、オレガノ、カキドオシ
、ハッカ、ムラサキナツフジおよびピーナッツからなる群より選択される少なくとも１種
の植物素材の有機溶媒または有機溶媒水溶液抽出物、ピクノジェノール、および／または
、一般式（１）：
【化２】

（式中、Ｒ１～Ｒ１０は、それぞれ独立して、Ｈ、ＯＨ、ＯＣＨ３のいずれかを表す）で
表されるカルコン誘導体またはその配糖体を有効成分として含有することを特徴とするキ
サンチンオキシダーゼ阻害剤。
【請求項３】
　有機溶媒が、エタノールである請求項１または２記載の剤。
【請求項４】
　一般式（１）で表されるカルコン誘導体またはその配糖体が、センダングサ属植物由来
のカルコン誘導体またはその配糖体であることを特徴とする請求項１または２記載の剤。
【請求項５】
　一般式（１）で表されるカルコン誘導体またはその配糖体が、オカニンまたはオカニン
配糖体であることを特徴とする請求項１または２記載の剤。
【請求項６】
　請求項１～５いずれか１項記載の剤を含有することを特徴とする飲食品。
【請求項７】
　機能性食品である請求項６記載の飲食品。
【請求項８】
　特定保健用食品である請求項６記載の飲食品。
【請求項９】



(3) JP WO2009/093584 A1 2009.7.30

10

20

30

40

50

　請求項１～５いずれか１項記載の剤を含有することを特徴とする、化粧品または医薬品
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヨモギ、セツレンカ、菊、グアバ、ハハコグサ、ブルーマロー、オレガノ、
カキドオシ、ハッカ、ムラサキナツフジ、ピーナッツおよびピクノジェノールからなる群
より選ばれる少なくとも１種の植物素材に由来する成分またはカルコン誘導体を有効成分
とする、高尿酸血症の予防または改善剤、ならびにキサンチンオキシダーゼ阻害剤に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高カロリー、高タンパク、高脂質食摂取の急激な増加や、ストレスの増加などに
より、高尿酸血症やそれに由来する痛風症状を有する人が増加している。現在、成人男性
の約２割が高尿酸血症の状態にあると言われている。
【０００３】
　一般に、血中の尿酸値が７．０ｍｇ／ｄＬ以上となった状態を高尿酸血症と呼ぶ。通常
、単なる高尿酸血症の状態では自覚症状はないが、その状態を長期間放置すると血中の尿
酸塩が結晶化し、その尿酸塩が関節などに蓄積した場合は、激しい痛みを伴う痛風発作を
引き起こす。さらに症状が進むと、皮下に痛風結節を生じたり、腎臓や尿路に尿酸結晶が
蓄積し尿路結石を生じやすくなり、長期にわたると腎不全などの腎疾患に繋がることが知
られている。このため、血中の尿酸値を適切にコントロールすることは、痛風をはじめ高
尿酸血症の予防、改善の基本である。重症の痛風患者も、血中尿酸値を適正な水準に低下
させることにより、痛風発作の減少、慢性化への抑制、腎疾患への予防および改善に効果
的であると考えられている（非特許文献１）。
【０００４】
　通常体内の尿酸量は、排泄と産生のバランスが保たれており、適性値を保持している。
しかしながら、生活習慣の乱れや、ストレスといった要因によってこのバランスが崩れる
と、尿酸値が高値となる。このため、適正な尿酸値にコントロールするためには、尿酸の
産生を抑制することが重要であると考えられている。体内の尿酸は、キサンチンオキシダ
ーゼの働きによってキサンチンより産生される（非特許文献２）。従って、キサンチンオ
キシダーゼの働きを阻害することによって、体内における尿酸の産生を抑制し血中の尿酸
値を低減させ、痛風や高尿酸血症を予防または改善することが期待できる。
【０００５】
　従来、血中尿酸値のコンロールの目的で、プロベネシド（尿酸排泄剤）やアロプリノー
ル（尿酸産生抑制剤）などが使用されているが、効果が一過性であることや腎臓への副作
用といった問題がある。そのため、キサンチンオキシダーゼを阻害し、血中の尿酸値を低
減する効果に優れ、かつ安全性が高く長期間の投与が可能な、キサンチンオキシダーゼ阻
害剤の開発が望まれていた。
【０００６】
　これまでにキサンチンオキシダーゼ阻害活性を有する多くの化合物が報告されているが
、多くは化学的に合成されたものであり、安全性が高いものであるとは言えないものが多
い。天然物由来のキサンチンオキシダーゼ阻害剤を探索、開発した報告もあるが（特許文
献１、２）、これらについてはキサンチンオキシダーゼ阻害効果が十分に満足できるもの
ではなかった。
【特許文献１】特開２００６－３６７８７号公報
【特許文献２】特開２００７－４５７８４号公報
【非特許文献１】Ｍｅｂｉｏ、２０００年、１７巻、２４－２９頁
【非特許文献２】プリン・ピリミジン代謝、１９９４年、１８巻、１－１０頁
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は上記を鑑み、安全性が高い、高尿酸血症の予防または改善剤、ならびにキサン
チンオキシダーゼ阻害剤を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記実情に鑑み鋭意研究を行った結果、ヨモギ、セツレンカ、菊、グア
バ、ハハコグサ、ブルーマロー、オレガノ、カキドオシ、ハッカ、ムラサキナツフジ、ピ
ーナッツ等の抽出物及びピクノジェノールが、キサンチンオキシダーゼ阻害活性を有して
おり、高尿酸血症の予防および改善に極めて有効であることを見出し、本発明を完成させ
た。さらに、カルコン誘導体、なかでもオカニンまたはオカニン配糖体がキサンチンオキ
シダーゼ阻害活性を有しており、高尿酸血症の予防または改善剤として極めて有用である
ことを見いだし、本発明を完成させた。
【０００９】
　すなわち本発明は以下のとおりである。
［１］　ヨモギ、セツレンカ、菊、グアバ、ハハコグサ、ブルーマロー、オレガノ、カキ
ドオシ、ハッカ、ムラサキナツフジおよびピーナッツからなる群より選択される少なくと
も１種の植物素材の有機溶媒または有機溶媒水溶液抽出物、ピクノジェノール、および／
または、一般式（１）：
【００１０】
【化３】

【００１１】
（式中、Ｒ１～Ｒ１０は、それぞれ独立して、Ｈ、ＯＨ、ＯＣＨ３のいずれかを表す）で
表されるカルコン誘導体またはその配糖体を有効成分として含有することを特徴とする高
尿酸血症の予防または改善剤。
［２］　ヨモギ、セツレンカ、菊、グアバ、ハハコグサ、ブルーマロー、オレガノ、カキ
ドオシ、ハッカ、ムラサキナツフジおよびピーナッツからなる群より選択される少なくと
も１種の植物素材の有機溶媒または有機溶媒水溶液抽出物、ピクノジェノール、および／
または、一般式（１）：
【００１２】
【化４】

【００１３】
（式中、Ｒ１～Ｒ１０は、それぞれ独立して、Ｈ、ＯＨ、ＯＣＨ３のいずれかを表す）で
表されるカルコン誘導体またはその配糖体を有効成分として含有することを特徴とするキ
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サンチンオキシダーゼ阻害剤。
［３］　有機溶媒が、エタノールである［１］または［２］記載の剤。
［４］　一般式（１）で表されるカルコン誘導体またはその配糖体が、センダングサ属植
物由来のカルコン誘導体またはその配糖体であることを特徴とする［１］または［２］記
載の剤。
［５］　一般式（１）で表されるカルコン誘導体またはその配糖体が、オカニンまたはオ
カニン配糖体であることを特徴とする［１］または［２］記載の剤。
［６］　［１］～［５］のいずれかに記載の剤を含有することを特徴とする飲食品。
［７］　機能性食品である［６］記載の飲食品。
［８］　特定保健用食品である［６］記載の飲食品。
［９］　［１］～［５］のいずれかに記載の剤を含有することを特徴とする、化粧品また
は医薬品。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の高尿酸血症の予防または改善剤ならびにキサンチンオキシダーゼ阻害剤は、食
経験のある植物素材を由来とするため安全性が高く、優れたキサンチンオキシダーゼ阻害
活性を有するため、高尿酸血症の予防や改善に有効である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下に、本発明を詳しく説明する。
【００１６】
　本発明における高尿酸血症の予防または改善剤は、ヨモギ、セツレンカ、菊、グアバ、
ハハコグサ、ブルーマロー、オレガノ、カキドオシ、ハッカ、ムラサキナツフジおよびピ
ーナッツからなる群より選択される少なくとも１種の植物素材の有機溶媒または有機溶媒
水溶液の抽出物、ピクノジェノール、および／または、カルコン誘導体またはその配糖体
を、有効成分として含有し、高尿酸血症の予防または改善に用いることができる。さらに
は、血中の尿酸値の適正値へのコントロールにも用いることができる。
【００１７】
　本発明における高尿酸血症の予防とは、日本痛風・核酸代謝学会が高尿酸血症・痛風の
治療ガイドライン（２００２年９月発行）にて定義している高尿酸血症の状態（血中尿酸
値７．０ｍｇ／ｄＬ以上）になるのを防ぐまたは遅らせる（そのリスクを低減させる）こ
とを指す。本発明でいう高尿酸血症の改善とは、上記に記す高尿酸血症の状態から、血中
尿酸値を低減して、正常な状態とするあるいはその状態に近づけることを指す。また本発
明の高尿酸血症の予防または改善剤は、血中尿酸値をコントロールすることによって、痛
風症状の予防または改善に用いることもできる。
【００１８】
　本発明においては、ヨモギ、セツレンカ、菊、グアバ、ハハコグサ、ブルーマロー、オ
レガノ、カキドオシ、ハッカ、ムラサキナツフジおよびピーナッツからなる群より選択さ
れる少なくとも１種の植物素材の有機溶媒または有機溶媒水溶液の抽出物、ピクノジェノ
ール、および／または、カルコン誘導体またはその配糖体を、有効成分として含有する組
成物を、キサンチンオキシダーゼ阻害剤として使用することもできる。
【００１９】
　本発明のキサンチンオキシダーゼ阻害剤は、キサンチンオキシダーゼの働きを阻害する
ことで、尿酸の産生を阻害することができる。また、本発明のキサンチンオキシダーゼ阻
害剤は、キサンチンオキシダーゼがキサンチンから尿酸を産生する際に生じる活性酸素を
抑制することもできる。その他、本発明のキサンチンオキシターゼ阻害剤は、キサンチン
オキシターゼの働きを阻害または抑制することで期待できる様々な用途に使用することが
できる。
【００２０】
　本発明において、キサンチンオキシダーゼ阻害効果は、被検物質のキサンチンオキシダ
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ーゼ阻害剤を哺乳動物に投与あるいは摂取させてその効果を測定する方法や、市販または
調製したキサンチンオキシダーゼに、被検物質を作用させその阻害作用を測定する方法に
より評価可能である。一般に、市販または調製したキサンチンオキシダーゼを用いる方法
が、感度、再現性、簡便性において優れており、通常この方法が用いられる。
【００２１】
　キサンチンオキシダーゼ阻害活性は、具体的には、例えば基質にキサンチンを、酵素に
バターミルク由来キサンチンオキシダーゼを用い、生成した尿酸を検出することで測定す
ることができる（Biol. Pharm. Bull., ２００４年, ２７巻, １４１４～１４２１頁）。
本発明においては、これらの評価系において、溶媒対照と比較して４０％以上のキサンチ
ンオキシダーゼ阻害活性を示したサンプルを、「キサンチンオキシダーゼ阻害活性あり」
と判定する。
【００２２】
　本発明の高尿酸血症の予防または改善剤、ならびにキサンチンオキシダーゼ阻害剤（以
下、「本発明の剤」と総称する）の有効成分あるいはその由来となる植物素材は、ヨモギ
、セツレンカ、菊、グアバ、ハハコグサ、ブルーマロー、オレガノ、カキドオシ、ハッカ
、ムラサキナツフジ、ピーナッツ、ピクノジェノール、および／または、カルコン誘導体
またはその配糖体である。上記素材は単独で、あるいは２種以上を組み合わせて用いるこ
ともできる。また、これらの植物素材は、通常食用として提供されているものでも構わな
い。
【００２３】
　本発明の剤においてヨモギを用いる場合は、ヨモギを基原植物とする生薬であるガイヨ
ウを用いることも可能である。本発明の剤においてハハコグサを用いる場合は、ハハコグ
サを基原植物とする生薬であるソキクソウを用いることも可能である。本発明の剤におい
てカキドオシを用いる場合は、カキドオシを基原植物とする生薬であるキンセンソウまた
はレンセンソウを用いることも可能である。本発明の剤においてムラサキナツフジを用い
る場合は、ムラサキナツフジを基原植物とするケイケットウを用いることも可能である。
【００２４】
　本発明の剤において用いられる、ヨモギ、セツレンカ、菊、グアバ、ハハコグサ、ブル
ーマロー、オレガノ、カキドオシ、ハッカ、ムラサキナツフジ、ピーナッツ等の植物素材
は、葉、茎、芽、花、木質部、樹皮などの地上部および根、塊茎などの地下部、種子、樹
脂など全ての部位が使用可能である。そのなかでも、ヨモギについては全草、セツレンカ
については全草、菊については花、グアバについては葉、ハハコグサにおいては全草、ブ
ルーマローについては花、オレガノについては葉および花、カキドオシについては全草、
ハッカについては葉、ムラサキナツフジについては茎、ピーナッツについては渋皮を用い
ることが好ましい。
【００２５】
　本発明においては、ヨモギ、セツレンカ、菊、グアバ、ハハコグサ、ブルーマロー、オ
レガノ、カキドオシ、ハッカ、ムラサキナツフジまたはピーナッツの、有機溶媒または有
機溶媒水溶液による抽出物を、本発明の剤の有効成分として使用することができる。本発
明において、これら植物素材の抽出物を得る方法は特に限定されないが、上記の植物素材
を有機溶媒または有機溶媒水溶液に浸し、常圧下で攪拌又は放置し、静置分離、濾過又は
遠心分離などを行うことにより、得ることができる。
【００２６】
　本発明において、用いられる抽出溶媒は有機溶媒もしくは有機溶媒水溶液（有機溶媒と
水の混合溶媒）であり、該有機溶媒としては特に限定されないが、例えばエタノール、酢
酸エチル、アセトン、ヘキサン、メタノールなどが挙げられる。また、水と混合して用い
る場合は水溶性の有機溶媒が好ましい。
【００２７】
　このなかでも、得られる抽出物を食品や医薬品用途に安全に適用する観点からは、抽出
に使用する有機溶媒として、エタノールもしくはエタノール水溶液を選択するのがより好
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ましい。本発明において抽出溶媒としてエタノール水溶液を使用する場合のエタノール濃
度は特に限定されないが、例えば５０重量％以上、好ましくは９０重量％以上、より好ま
しくは９５重量％以上である。
【００２８】
　また、抽出温度は、一般に－２０～１００℃、普通１～９０℃、好ましくは１０～７０
℃で好適に実施できる。抽出時間は、普通０．１時間～１ヶ月、好ましくは０．５時間～
７日間で好適に実施できる。また、抽出溶媒の使用量はヨモギ、セツレンカ、菊、グアバ
、ハハコグサ、ブルーマロー、オレガノ、カキドオシ、ハッカ、ムラサキナツフジ、ピー
ナッツ１重量部に対して１倍量以上５０倍量以下が好ましく、３倍量以上２０倍量以下が
より好ましい。１倍量未満ではこれら植物素材が充分に抽出溶媒に浸らず抽出物の回収率
が低くなる。また、５０倍量以上では抽出に用いる抽出タンク等の容器が大きくなり、溶
媒除去に必要となるエネルギーが極めて大きく製造コストが高くなる傾向がある。
【００２９】
　本発明において、ヨモギ、セツレンカ、菊、グアバ、ハハコグサ、ブルーマロー、オレ
ガノ、カキドオシ、ハッカ、ムラサキナツフジまたはピーナッツの抽出物は、抽出液の形
態のまま使用してもよいし、溶媒を除去したものを使用してもよい。さらに、他の適切な
溶媒に溶解、懸濁した形態であってもよい。さらに、当該ヨモギ、セツレンカ、菊、グア
バ、ハハコグサ、ブルーマロー、オレガノ、カキドオシ、ハッカ、ムラサキナツフジまた
はピーナッツの抽出物は、飲食品や医薬品として不適当な不純物を含有しない限り、抽出
液のまま、又は粗抽出物あるいは半精製抽出物として本発明に使用できる。
【００３０】
　また、本発明の剤は、ピクノジェノールを有効成分とすることができる。ピクノジェノ
ールは、フランス海岸松の樹皮から抽出された抽出物であり、一般に「フランス海岸松の
樹皮抽出物」としてあるいは「ピクノジェノール」として市販しているものを入手して使
用しても良いし、フランス海岸松の樹皮を公知の方法で抽出処理したものを使用しても良
い。また、ピクノジェノールを高含有するサプリメントや健康食品等をそのまま使用する
こともできる。
【００３１】
　さらに、本発明の剤は、カルコン誘導体またはその配糖体を有効成分とすることができ
る。一般に、「カルコン誘導体」とは、下記式（２）：
【００３２】
【化５】

【００３３】
で示されるカルコン骨格（β－フェニルアクリロフェノン骨格）を有する化合物の総称で
ある。
【００３４】
　本発明においては、上記式（２）の位置番号２～６および２′～６′のいずれか１つ以
上が水酸基あるいはメトキシ基で置換されたカルコン誘導体またはその配糖体を有効成分
とする。すなわち、本発明の剤の有効成分であるカルコン誘導体は、上記一般式（１）に
おいてＲ１～Ｒ１０が、それぞれ独立して、Ｈ、ＯＨ、ＯＣＨ３のいずれかであるカルコ
ン誘導体またはその配糖体である。以下、本発明で用いるカルコン誘導体について、さら
に詳細に説明する。
【００３５】
　本発明において、一般式（１）におけるＲ１～Ｒ１０の置換基は、それぞれ独立して、
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任意の組み合わせで、Ｈ、ＯＨ、ＯＣＨ３のいずれかであれば特に限定されない。但し、
Ｒ１～Ｒ１０のすべてがＨであることはなく、少なくとも１つがＯＨまたはＯＣＨ３で置
換されている必要がある。
【００３６】
　また、本発明においては、上記カルコン誘導体のうち、Ｒ１～Ｒ１０のいずれか１つ以
上がＯＨであるのが好ましく、２つ以上がＯＨであるのがより好ましい。またＲ１～Ｒ１
０のいずれか３つ以上がＯＨまたはＯＣＨ３であるのが好ましい。
【００３７】
　そのようなカルコン誘導体としては、具体的に、ブテイン（一般式（１）中、Ｒ３、Ｒ
４、Ｒ８、Ｒ１０がＯＨで、残りはＨ）、ランセオレチン（一般式（１）中、Ｒ３、Ｒ４
、Ｒ６、Ｒ８がＯＨ、Ｒ７がＯＣＨ３で、残りはＨ）、オカニン（一般式（１）中、Ｒ３
、Ｒ４、Ｒ８～Ｒ１０がＯＨで、残りはＨ）、ペジセリン（一般式（１）中、Ｒ６～Ｒ１
０がＯＣＨ３で、残りはＨ）、ペジシン（一般式（１）中、Ｒ６、Ｒ９がＯＨ、Ｒ７、Ｒ
８、Ｒ１０がＯＣＨ３で、残りはＨ）、スチロプシジン（一般式（１）中、Ｒ３、Ｒ４、
Ｒ６、Ｒ８、Ｒ９がＯＨで、残りはＨ）、エキナチン（一般式（１）中、Ｒ３、Ｒ８がＯ
Ｈ、Ｒ５がＯＣＨ３で、残りはＨ）、イソリキリチゲニン（一般式（１）中、Ｒ３、Ｒ８
、Ｒ１０がＯＨで、残りはＨ）、リコカルコンＢ（一般式（１）中、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ８が
ＯＨ、Ｒ５がＯＣＨ３で、残りはＨ）などが挙げられるが、これらに限定されない。
【００３８】
　また、本発明において上記カルコン誘導体の配糖体を使用する場合の糖残基としては、
単糖または２もしくは３個の糖からなるオリゴ糖に由来する糖残基から選ばれる。これら
の糖残基のもとになる単糖の代表例は、グルコース、マンノース、アラビノース、キシロ
ースなどのアルドース、および、リブロース、キシルロースなどのケトース、および、ラ
ムノース、フコースなどのデオキシ糖が挙げられる。オリゴ糖としては、上記の同一また
は異なる単糖類の２個以上がグリコシド結合したものが挙げられる。本発明においてはこ
れら配糖体のうちいずれをも好ましく使用できる。
【００３９】
　本発明の剤の中で、上記カルコン誘導体を有効成分とする剤の中では、オカニンまたは
オカニン配糖体を少なくとも含有するものがもっとも好ましい。
【００４０】
　本発明の剤の有効成分として使用されるカルコン誘導体は、化学合成により得ることも
可能であるが、植物などの天然物を材料にして抽出法により得る方法が、人体に対する安
全性の面から好適である。その場合の抽出法の材料として使用される植物としては、菊花
またはセンダングサ属植物が好適である。センダングサ属植物を用いる際は、コセンダン
グサ(Bidens Pilosa)、アメリカセンダングサ（Bidens frondosa）を用いることがより好
ましい。
【００４１】
　本発明における菊花またはセンダングサ属植物の使用形態は特に限定されず、例えば生
の状態、乾燥物、その乾燥物の粉砕物など全てを含む。抽出法を実施するにあたっては、
一般式（１）記載のカルコン誘導体が抽出される方法であれば特に限定されないが、菊花
またはセンダングサ属植物を乾燥させた後に粉砕し、抽出溶媒を用いて抽出し、当該抽出
液よりクロマトグラフィー技術によって、当該カルコン誘導体を分離精製することにより
得ることができる。
【００４２】
　本発明において、抽出に用いられる抽出溶媒は特に限定されないが、例えばエタノール
、メタノール、酢酸エチル、アセトン、ヘキサンなどの有機溶媒やその水との混合溶媒が
好ましい例として挙げられる。また、水と混合して用いる場合は水溶性の有機溶媒が好ま
しい。このなかでも、得られる抽出物を食品や医薬品用途に安全に適用する観点からはエ
タノールまたはエタノール水溶液を選択するのが好ましい。
【００４３】
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　尚、抽出した後に、酸や酵素を用いて加水分解処理を行った抽出処理液をクロマトグラ
フィーに供して、カルコン誘導体を分離精製してもよい。なお、不適当な不純物を含有し
ない限り、カルコン誘導体を含有する抽出物をそのまま使用してもかまわない。
【００４４】
　上記カルコン誘導体またはその配糖体、ならびにそれらを含有する植物抽出物等は、キ
サンチンオキシダーゼ阻害活性の発現により、生体内の尿酸の生成を抑制するため、高尿
酸血症および痛風症状を予防または改善する高尿酸血症用剤として有用である。さらに、
高尿酸血症または痛風により生じる様々な疾患の予防に利用することも可能であり、さら
には、炎症、動脈硬化、発癌、脳障害、メタボリックシンドロームなどの活性酸素に起因
して生じる疾患の予防や改善にも効果を発揮する。
【００４５】
　本発明の剤の有効成分である、上記ヨモギ、セツレンカ、菊、グアバ、ハハコグサ、ブ
ルーマロー、オレガノ、カキドオシ、ハッカ、ムラサキナツフジまたはピーナッツの有機
溶媒または有機溶媒水溶液による抽出物、ピクノジェノール、あるいは、カルコン誘導体
またはその配糖体には、キサンチンオキシダーゼ阻害活性を失わない範囲内で脱臭、精製
などの操作を加えることもできる。
【００４６】
　本発明の剤における有効成分は、上述したとおり、ヨモギ、セツレンカ、菊、グアバ、
ハハコグサ、ブルーマロー、オレガノ、カキドオシ、ハッカ、ムラサキナツフジおよびピ
ーナッツからなる群より選択される少なくとも1種の植物素材の有機溶媒または有機溶媒
水溶液による抽出物、ピクノジェノール、あるいは、カルコン誘導体またはその配糖体で
ある（以下、総称して単に「有効成分」ともいう）。本発明の剤においては、これら有効
成分を、単独で含有するものであってもよいし、また、公知の担体や助剤などの添加剤と
混合して、カプセル剤、錠剤、顆粒剤など服用しやすい形態に成型したものであってもよ
い。また、栄養強化を目的として、ビタミンＡ，Ｃ，Ｄ，Ｅなどの各種ビタミン類を添加
、併用することもできる。本発明の剤における上記有効成分の含有量は、特に限定されな
いが、好ましくは０．１～１００重量％、より好ましくは１０～９０重量％である。
【００４７】
　本発明の剤は、これらを含有する飲食品、化粧品または医薬品として用いることもでき
る。
【００４８】
　本発明の剤を含有する飲食品としては特に限定されず、例えば、飲食物材料に混合して
、チューインガム、チョコレート、キャンディー、ゼリー、ビスケット、クラッカーなど
の菓子類；アイスクリーム、氷菓などの冷菓類；茶、清涼飲料、栄養ドリンク、美容ドリ
ンクなどの飲料；うどん、中華麺、スパゲティー、即席麺などの麺類；蒲鉾、竹輪、はん
ぺんなどの練り製品；ドレッシング、マヨネーズ、ソースなどの調味料；マーガリン、バ
ター、サラダ油などの油脂類；パン、ハム、スープ、レトルト食品、冷凍食品など、すべ
ての一般的な飲食物に使用することができる。特にカルコン誘導体またはその配糖体を含
む飲食品としては、例えば、高尿酸血症予防改善効果を有する、またはキサンチンオキシ
ダーゼ阻害活性を有する菊花ジュースやセンダングサ濃縮エキスとして提供することがで
きる。さらに、製剤化して、特定保健用食品、栄養機能食品などの保健機能食品や健康食
品、サプリメントとすることもできる。
【００４９】
　これら飲食品を摂取する場合、その摂取量は上記有効成分の量に換算して成人一人一日
当たり、好ましくは０．０１～１０００ｍｇ／Ｋｇ体重、より好ましくは０．１～３００
ｍｇ／Ｋｇ体重となるように摂取するのが好ましい。
【００５０】
　さらに、本発明の剤を、化粧品または医薬品として用いる場合は、その剤形は特に限定
されない。例えば、スプレードライや凍結乾燥によって乾燥させた粉末とすることもでき
る。また、ハードカプセルやソフトカプセルといったカプセル剤、チュアブルタブレット
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に例示される錠剤、顆粒剤、液剤、散剤、注射剤、座薬、貼付剤などが挙げられる。製剤
化においては、薬剤学的に許容される他の製剤素材、例えば、賦形剤、崩壊剤、滑沢剤、
結合剤、酸化防止剤、着色剤、凝集防止剤、吸収促進剤、溶解補助剤、安定化剤などを適
宜添加して調製することができる。
【００５１】
　これら製剤の投与量としては、症状、投与方法、摂取する者の年齢、体重等により異な
る。ヨモギ、セツレンカ、菊、グアバ、ハハコグサ、ブルーマロー、オレガノ、カキドオ
シ、ハッカ、ムラサキナツフジおよびピーナッツからなる群より選択される少なくとも1
種の植物素材の有機溶媒または有機溶媒水溶液による抽出物、あるいは、ピクノジェノー
ルを含む製剤については、上記有効成分の量に換算して、成人一人一日当たり、好ましく
は０．０１～１０００ｍｇ／Ｋｇ体重、より好ましくは０．１～１００ｍｇ／Ｋｇ体重を
、１回ないし数回に分けて投与することが好ましい。カルコン誘導体またはその配糖体を
含む製剤については、通常、成人一日あたりのカルコン誘導体の摂取量として、０．０１
ｇ～２０ｇ、好ましくは０．０５～５ｇの範囲で選ばれる。
【００５２】
　また本発明の剤を、他の医薬品や高尿酸血症用組成物やキサンチンオキシダーゼ阻害作
用を有する食品等と併用して使用することも可能である。
【実施例】
【００５３】
　以下実施例を挙げて本発明を更に具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定
されるものではない。
【００５４】
　（実施例１）
　ヨモギ（全草）、セツレンカ（全草）、ハハコグサ（全草）、カキドオシ（全草）、ハ
ッカ（葉）、ムラサキナツフジ（茎）（以上、新和物産株式会社より購入）；菊（花）、
オレガノ（葉および花）（以上、株式会社カネカサンスパイスより購入）；ブルーマロー
（花）（小林桂株式会社より購入）；グアバ（葉）、ピーナッツ（渋皮）（以上、一般小
売店で購入）、各々１０００ｇを、９９．５容量％エタノール水溶液５Ｌに浸し４５度で
６時間、撹拌抽出を行った後、ろ過により残渣を除去して抽出液を得た。更に、その抽出
液を減圧濃縮して溶媒を除去し、それぞれの抽出物を得た。また、ピクノジェノールは市
販品をそのまま使用した。
【００５５】
　（実施例２）
　各サンプルのキサンチンオキシダーゼ阻害活性を評価するにあたり、実施例１で調製し
た各抽出物およびピクノジェノールを、ＤＭＳＯに溶解し１００ｍｇ／ｍＬとした。各々
のＤＭＳＯ溶液を７５ｍＭリン酸緩衝液（ｐＨ７．５）に溶解し４００μｇ／ｍＬのサン
プル溶液を調製した。
【００５６】
　サンプル溶液５０μＬ、および、リン酸緩衝液に０．２ｕｎｉｔ／ｍＬとなるようにバ
ターミルク由来キサンチンオキシダーゼを溶解させた酵素液５０μＬを、９６穴プレート
に加え、２５℃で１５分間処理を行った。その後、１００μＬの０．４ｍＭキサンチン溶
液を加え、更に２５℃で１５分間反応を行った。この時、各サンプルの終濃度は１００μ
ｇ／ｍＬとなる。そして、２０μＬの１Ｎ塩酸を添加して反応を停止させた。マイクロプ
レートリーダーを用い２９５ｎｍにおける吸光度を測定した。なお、溶媒対照として、リ
ン酸緩衝液にＤＭＳＯを０．４％となるように溶解させた溶液５０μＬを、サンプル溶液
の代わりに用いた。溶媒対照またはサンプルを添加した反応液中にキサンチンオキシダー
ゼにより生成した尿酸量（反応値）は、キサンチンオキシダーゼ存在下の吸光度からキサ
ンチンオキシダーゼ非存在下の吸光度を差し引いて求めた。なお、キサンチンオキシダー
ゼ阻害活性は次式より求めた。
キサンチンオキシダーゼ阻害活性（％）
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＝｛１－（被検物質（サンプル）の反応値／溶媒対照の反応値）｝ｘ１００
　実施例１で得られた、ヨモギ、セツレンカ、菊、グアバ、ハハコグサ、ブルーマロー、
オレガノ、カキドオシ、ハッカ、ムラサキナツフジ、ピーナッツ抽出物およびピクノジェ
ノールのキサンチンオキシダーゼ阻害活性を表１に示した。
【００５７】
【表１】

【００５８】
　表１から明らかなように、実施例１で得られた、ヨモギ、セツレンカ、菊、グアバ、ハ
ハコグサ、ブルーマロー、オレガノ、カキドオシ、ハッカ、ムラサキナツフジ、ピーナッ
ツのエタノール抽出物、およびピクノジェノールは、強いキサンチンオキシダーゼ阻害活
性を示した。
【００５９】
　（実施例３）
　各サンプルのキサンチンオキシダーゼ阻害活性を評価するにあたり、オカニン（アメリ
カセンダングサ由来）およびアロプリノール（和光純薬工業社製）を、それぞれ、ＤＭＳ
Ｏに溶解し１００ｍＭとした。各々のＤＭＳＯ溶液を７５ｍＭリン酸緩衝液（ｐＨ７．５
）に溶解し４００μＭのサンプル溶液を調製した。
【００６０】
　９６穴プレートに、上記サンプル溶液５０μＬ、およびリン酸緩衝液に０．２ｕｎｉｔ
／ｍＬとなるようにバターミルク由来キサンチンオキシダーゼを溶解させた酵素液５０μ
Ｌを加え、２５℃で１５分間処理を行った。その後、１００μＬの０．４ｍＭキサンチン
溶液を加え、更に２５℃で１５分間反応を行った。この時、各サンプルの終濃度は１００
μＭとなる。そして、２０μＬの１Ｎ塩酸を添加して反応を停止させた。マイクロプレー
トリーダーを用い２９５ｎｍにおける吸光度を測定した。なお溶媒対照として、リン酸緩
衝液にＤＭＳＯを０．４％となるように溶解させた溶液５０μＬを、サンプル溶液の代わ
りに用いた。溶媒対照またはサンプルを添加した反応液中にキサンチンオキシダーゼによ
り生成した尿酸量（反応値）は、キサンチンオキシダーゼ存在下の吸光度からキサンチン
オキシダーゼ非存在下の吸光度を差し引いて求めた。なお、キサンチンオキシダーゼ阻害
活性は次式より求めた。
【００６１】
　キサンチンオキシダーゼ阻害活性（％）
＝｛１－（被検物質（サンプル）の反応値／溶媒対照の反応値）ｘ１００
　さらに、サンプル濃度を変え、同様にして種々の濃度における各サンプルのキサンチン
オキシダーゼ阻害活性を求めた。そして、オカニンのキサンチンオキシダーゼに対するＩ
Ｃ５０と、高尿酸血症剤として用いられているアロプリノールのＩＣ５０を比較した。オ
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カニンならびにアロプリノールのＩＣ５０を表２に示した。ＩＣ５０とは、溶媒対照の活
性を１００％として、キサンチンオキシダーゼの活性を５０％阻害するための被検物質の
濃度を表す。
【００６２】
【表２】

【００６３】
　表２から明らかなように、本発明のオカニンはアロプリノールよりも強いキサンチンオ
キシダーゼ阻害活性を示した。
【００６４】
　（実施例４）
　５週齢の雄ＳＤラットを日本ＳＬＣより購入し、１週間の馴化飼育を行った。体重を基
に群分け（１群あたり６匹ずつ）を実施し、対照群、ヨモギ抽出物投与群、菊抽出物投与
群、グアバ抽出物投与群、オレガノ抽出物投与群の計５群を設定した。
【００６５】
　まず、オキソン酸カリウム（ＳＩＧＭＡ－ＡＬＤＲＩＣＨ社）２５０ｍｇ／Ｋｇ体重を
ラットの腹腔内に投与し、オキソン酸カリウム誘発高尿酸血症モデルラットとした。オキ
ソン酸カリウム投与１時間後、ヨモギ抽出物投与群、菊抽出物投与群、グアバ抽出物投与
群、オレガノ抽出物投与群に、それぞれ実施例１で得られたヨモギ抽出物、菊抽出物、グ
アバ抽出物、オレガノ抽出物を中鎖脂肪酸トリグリセリドに懸濁し、各抽出物が５００ｍ
ｇ／Ｋｇ体重となるように投与した。また、対照群には、中鎖脂肪トリグリセリドを投与
した。次いで、オキソン酸カリウム投与２時間後に全個体から採血を行った。採血した血
液から遠心分離により血清を分取し、血中の尿酸値を測定した。表３にその結果を示した
。
【００６６】

【表３】

【００６７】
　表３から明らかなように、ヨモギ抽出物、菊抽出物、グアバ抽出物、オレガノ抽出物の
投与により尿酸値の有意な低減が観察された。
【００６８】
　（実施例５）
　５週齢の雄ＳＤラットを日本ＳＬＣより購入し、１週間の馴化飼育を行った。体重を基
に群分け（１群あたり６匹ずつ）を実施し、対照群、セツレンカ抽出物投与群、ハハコグ
サ抽出物投与群の計３群を設定した。
【００６９】
　まず、オキソン酸カリウム（ＳＩＧＭＡ－ＡＬＤＲＩＣＨ社）２５０ｍｇ／Ｋｇ体重を
ラットの腹腔内に投与し、オキソン酸カリウム誘発高尿酸血症モデルラットとした。オキ
ソン酸カリウム投与１時間後、セツレンカ抽出物投与群、ハハコグサ抽出物投与群に、そ
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れぞれ実施例１で得られたセツレンカ抽出物、ハハコグサ抽出物を中鎖脂肪酸トリグリセ
リドに懸濁し、各抽出物が１０００ｍｇ／Ｋｇ体重となるように投与した。また、対照群
には、中鎖脂肪トリグリセリドを投与した。次いで、オキソン酸カリウム投与３時間後に
全個体から採血を行った。採血した血液から遠心分離により血清を分取し、血中の尿酸値
を測定した。表４にその結果を示した。
【００７０】
【表４】

【００７１】
　表４から明らかなように、セツレンカ抽出物、ハハコグサ抽出物の投与により尿酸値の
有意な低減が観察された。
【００７２】
　（実施例６）
　５週齢の雄ＳＤラットを日本ＳＬＣより購入し、１週間の馴化飼育を行った。体重を基
に群分け（１群あたり６匹ずつ）を実施し、対照群、オカニン投与群の計２群を設定した
。
【００７３】
　まず、オキソン酸カリウム（ＳＩＧＭＡ－ＡＬＤＲＩＣＨ社）２５０ｍｇ／Ｋｇ体重を
ラットの腹腔内に投与し、オキソン酸カリウム誘発高尿酸血症モデルラットとした。オキ
ソン酸カリウム投与１時間後、オカニンを蒸留水に懸濁し、オカニンが５０ｍｇ／Ｋｇ体
重となるように投与した。また、対照群には、蒸留水を投与した。次いで、オキソン酸カ
リウム投与２時間後に全個体から採血を行った。採血した血液から遠心分離により血清を
分取し、血中の尿酸値を測定した。表５にその結果を示した。
【００７４】

【表５】

【００７５】
　表５から明らかなように、オカニンの投与により尿酸値の有意な低減が観察された。
【００７６】
　（実施例７）
　ヨモギ（全草）、菊（花）、グアバ（葉）、ハハコグサ（全草）、ブルーマロー（花）
、オレガノ（葉および花）、ハッカ（葉）、各々１０００ｇを、９０、６０、３０、容量
％エタノール水溶液、または水に浸し４５℃で６時間、撹拌抽出を行った後、ろ過により
残渣を除去して抽出液を得た。抽出液を減圧濃縮して溶媒を除去し、それぞれの抽出物を
得た。
【００７７】
　（実施例８）
　実施例７で調製した各抽出物を、ＤＭＳＯに溶解し１００ｍｇ／ｍＬとした。各々のＤ
ＭＳＯ溶液を７５ｍＭリン酸緩衝液（ｐＨ７．５）に溶解し４００μｇ／ｍＬのサンプル
溶液を調製した。
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【００７８】
　サンプル溶液５０μＬ、および、リン酸緩衝液に０．２ｕｎｉｔ／ｍＬとなるようにバ
ターミルク由来キサンチンオキシダーゼを溶解させた酵素液５０μＬを、９６穴プレート
に加え、２５℃で１５分間処理を行った。その後、１００μＬの０．４ｍＭキサンチン溶
液を加え、更に２５℃で１５分間反応を行った。この時、各サンプルの終濃度は１００μ
ｇ／ｍＬとなる。そして、２０μＬの１Ｎ塩酸を添加して反応を停止させた。マイクロプ
レートリーダーを用い２９５ｎｍにおける吸光度を測定した。なお、溶媒対照として、リ
ン酸緩衝液にＤＭＳＯを０．４％となるように溶解させた溶液５０μＬを、サンプル溶液
の代わりに用いた。溶媒対照またはサンプルを添加した反応液中にキサンチンオキシダー
ゼにより生成した尿酸量（反応値）は、キサンチンオキシダーゼ存在下の吸光度からキサ
ンチンオキシダーゼ非存在下の吸光度を差し引いて求めた。なお、キサンチンオキシダー
ゼ阻害活性は次式より求めた。
【００７９】
　キサンチンオキシダーゼ阻害活性（％）
＝｛１－（被検物質（サンプル）の反応値／溶媒対照の反応値）｝ｘ１００
　実施例７で得られた、ヨモギ、菊、グアバ、ハハコグサ、ブルーマロー、オレガノ、ハ
ッカの各抽出液のキサンチンオキシダーゼ阻害活性を表６に示した。
【００８０】
【表６】

【００８１】
　表６から明らかなように、実施例７で得られた、ヨモギ、菊、グアバ、ハハコグサ、ブ
ルーマロー、オレガノ抽出物は、強いキサンチンオキシダーゼ阻害活性を示した。
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